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己つの基本的心構え

倫理保持のルールを守り、誇りと使命感を持って仕事をしましょう。

自分のとろうとしている行動が、国民から見て、公正な職務の執行の観

点から疑惑や不信を招かないか、常に意識し、倫理行動規準（→裏表紙）

一
一
一

に照らして行動しましょう。

'三‘公務に対する国民の信頼を確保するためには、国家公務員倫理法・国家

公務員倫理規程（政令）を守っているだけでは十分ではありません。国民

の期待に応えていこうという、より高いレベルの倫理意識を持って仕事を

しましょう。
◆◆◆●●●●●◆･の｡●●･●●C●■●凸●●●●●●●一一・P-令･今心･今金●●今▲●●●傘◆今◆▲44●早■凸1今dcc●■4 ●●●､●口■中｡中･ｩ●●●●●●｡●●､●eeG争◆●｡ ①●◆●CG● ●●

I 倫理法は､続発した国家公務員の不祥事を受けて制定されました｡私たちはこ ；
｜の制定経緯を忘れず､常に危機感を持って､上記の基本的心檮えを胸に行動画一る ；
；必要があります。
：．‐．‐．．、ク．．．．.．．．‘．．．､今．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．、－．．．．．‐．．．．．．．．．‘．．．． ・・・・・・・・‐ .。．．‐・‐‐‐・・・・・ ・．‘・ ・・ ・.。 ．.・ ・・ .
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利害関儒旨でない者等との間における禁止行為
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株取引篝又は所得等の報告“･･…･･…････…･…･ ･･
倫理法令違反が疑われる行為の通報……･･･…･
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国家公務員倫理法…･……………･…．．……･･…
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一人の国家公務員として倫理法令を遵守することはもちろんです

が、組織や部門の長として部下職員が倫理法等違反行為をしないよう
部下や組織・業務をマネジメントする必要があります。

Sつの役割’
’

I
部下をマネジメントする
○定期的な倫理研修の受講機会の付与や注意喚起
○部下職員の言動への配盧

、

組織・業務をマネジメントする
○抵抗なく同僚の問題についても相談できる職場環境作り
（誤解であった場合､同僚に迷惑ががかると相談を畷鱈する職員がいることに留詞

○不正を未然に防止する業務処理体制の整備
’

』

〆

、

、
画
』

危機管理能力を高める
○自身の組織でも起こりうることと認識する
○問題が深刻化する前に早期発見・早期対応

おかしいと思うことがあれば…

C 倫理法等違反が疑われる行為を認知した場合、一人で判断するのではなく、

以下のとおり適切に対応することが重要です。
I

回し

1I
思い込みで動かないよう、公正・公平な目で判断しましょう。

何より、 「おかしいと思えば早期に対処する」という姿勢を内外に示すこ
一一 一一一 ■－一 一一一一一一一一一』
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管理職の職員の禁止行為

管理職の職員は、部下職員に、倫理法等に違反しているのではない
かと疑われる事実がある場合に、それを黙認してはならない（倫理規
程第7条第3項）
※ 「黙認」とは、疑われる事実を認識していた場合に加え、倫理法等違反に該
当しないと誤認していた場合に何らの対応もとらないことをいいます。
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部下をもつ職員に求められる鶴リ

調査に積極的に協力し、事実関係を明らかに
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倫理法の適用対象職員は､一瞬鮒の国家公務員です。 二■

王 参与等は対象外）

持

倫理法．倫理規程は、倫理保持のためのルールを定めています。

職務の相手方（地方公共団体･民間企業等）には、倫理法等と異なるルールを
定めているところもありますが、相手方のルールの内容にかかわらず、国家公務
員は倫理法等のルールを守らなければなりません心

倫理の保持

行動のルール 享跨のルール

利害関係者との間における規制 ・鱈与等報告（本省課長補佐級以上）
利言関係者でない者等との間に ・株取引等報告体省筈議宮級以上）
おける禁止行為等 ・所得等報告(本省審議官級以上）

〈倫理の保持を確保す．るために〉 。･･
･●

■●口●●qQG◆◆●●●｡p● 国家公務員倫理審査会 ．......･･･､･･曇‘・
倫理監督官（各府省事務次官等）

国家公務員倫理審査会について､･･･--..--------.----..---..-------~~~．.一一i
I 国家公務員倫理審査会は､倫理法に墓づいて人事院に設置されています。 I
｜ 倫理審査会は会長及び委員4名の計5名で構成され､その下に事務局が置 1
1 かれています。
I 倫理審査会では、倫理の保持に関する事項についての企画、各種報告書 I
1 の審査､倫理法令違反の疑いがある場合の調査･懲戒処分の承認に関する ’
1 業務などを行っています。I 案務などを行つ〈いま9．

’
＄一一一＝－－－－一一一一一一一一一口■ 一一一,一一一一一一一一一一■■一一一＝一一口一一一一一一一－－－－ー÷－－ー一一一一一一一一一一一』

倫理監督官について-.-...--------‘.．-……･-･･一･･一･･----...…．..-~，.~~~~~~~~1

1 倫理法に基づいて､各府省及び各行政執行法人に､倫理監督官が置かれ ’
； ています。倫理監督官倍府省では事務次官、各行政執行法人では理事長 I

' 葱ど)は職員に対し必勤指導助言を行い､倫躍保持のための体制豊 ｜●｜ 備を行います。
＆一一一一，■■＝一一一＝＝■■一一■■p－－ －－－－＝－－＝,一一一一一一一一一一一■■『－‐■■一一一■■一つ一一一一一一一一ゴーーーーーーーーーーーぶ
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利害関係者とは (倫理規毒宮彙｝

’ 利害関係者とは、あなたが職務として携わる事務の相手方のうち、

以下に該当する者をいいます。 （倫理規程第2条第1項各号）

①許認可等を受けて事業を行っている事業者等、許認可等の申請をし

ている事業者等又は個人、許認可等の申請をしようとしていることが

明らかな事業者等又は個人（同項第1号）

②補助金等の交付の対象となっている事業者等又は個人、交付の申請

１
１

をしている事業者等又は個人､交付の申請をしようとしていることが

明らかな事業者等又は個人（同項第2号）

立入検査、蓋査又は監察を受ける事業者等又は個人（同頂第3号）③
④
⑤ ⑤

不利益処分の名宛人となるべき事業者等又は個人（同項第4号）

行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者

等又は個人（同項第5弓

⑥事業の発達、改善及び調整に関する事務の対象となる事業を行って、
Ｆ
‐
１

いる事業者等（同項第6号）

⑦契約を締結している事業者等、契約の申込みをしている事業者等

契約の申込みをしようとしていることが明らかな事業者等(同項第7号）

③予算級別定数定員の査定を受ける国の機関(同項第8号～第10号）
ロローーーーe参一 ■●守寺一一一画‐一わ①亡争･‐ー｡一車｡早＝｡●争一｡●申一●卑○申の②｡■●cF－D一●●◆◆●●‐‐七一一●申凸｡●-‐己今申竺一手ら●申‐c勺③与垂冬｡｡●｡‐●一七mごゎ己ロロロー●‐ザーサ今ウ一℃÷■－

※僖襄篝崇劉とは、法人その他の団体、事業を行う個人（その事業のための行為を行う場合）
のことをいいます。（倫理法第2条第5”
※利害関係者が事業者等である場合、その車業者等の利益のためにあなたと接触しているとみ
られる役員、従業員などは利害関係者とみなされます。（同条第6項）

☆企業に限らず､国や地方公共団体場合によっては政洽家も事業誉等に該当します。
☆同一省庁内の職員同士は利害関係者にはならないものとして取り扱っています。

｡）外国政府や国際機関の職員、さらに、利害関係が潜在的なものにとど

まる者又は職員の裁量の余地が少ない職務に関する者として各府省が訓

令(行政執行法人の場合は規則)で定めた者は､利害関係者から除かれます。

今自分の所属組織の利害雷係者に貢する訓令等を礦認しましょう。' 1I

4

’
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◎あなたが過去に就いていた官職の利害関係者も、その者がその官職にと

って引き続き利害関係者である場合は、異動後3年間はあなたの利害関係

者となります。

…
あ
な
た

◆

曾
利雲間係署・・・。。

他の職員の利害関係者が、あなたにその職員への官職に基づく影響力

を行使させることによって自己の利益を図るためにあなたと接触してい

ることが明らかな場合は、その職員の利害関係者もあなたの利害関係者と

なります。

●
A係長 鬮業書

･利害関係者の範囲は､｢職員が職務として携わる事務｣の内容に応じて

定められています。例えば、係長であれば係全体の所掌事務について、

課長であれば課全体の所掌事務について、利害関係が生じます。

について､契約の締結権限等が下位に委任され欠宮･官房長などの幹苔※

その内容について実質的に関与していない場合であっても、行政組織上へ職務権

限を有している以上、契約相手等は利害関係者となる。 α〉 ’

5
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利害関係者との間における規制鏡露琴s錘噸寒詞
’(贈与、無償のサービス提供、供応樹寺、ゴルフ等について）

両

噂①金銭物品又は不動産の贈与を受けてはならない。
利害関係者から金銭や物品などを受け取ることは、せん別や祝儀など

の名目、金額の多寡にかかわらず、禁止されています。

、広く一般に配布される宣伝用物品や記念品
☆次のようなものについては禁止行為に該当しないと解しています。

●結婚披露宴の際､配偶者や父母との関係に
公職の厩別を

蟇づき出席した者（あなたにとっては利害関 はユきり

係者）から、通常の社交儀礼の範囲内の祝儀

識
を受け取ること

●父の葬儀を執り行う際、亡くなった父との

関係に基づいて利害関係者が持参した、通常

の社交儀礼の範囲内の香典を受け取ること 利害関係者 あなた
!L ノ

１
１

'|C

－、

②金銭の貸付けを受けてはならない。

利害関係者から金銭の貸付けを受けることは、少額の場合や短期間で

返済する場合､通常一般の利息を払う場合であっても禁止されています。

、霧薑套三が利害関係者に該当する場合に､一瞬して貸付け
L

③無償で物品又は不動産の貸付けを受けてはならない。

職務として利害関係者を訪問した際に、その利害関係者から提供さ

れる物品（文房具など）を使用すること
I IQ

6
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駕
I 害関係者が日常的に利用しているもの)を利用すること

噂⑤酒食等のもてなしを受けてはならない。
、

酒食のほか、観劇やスポーツ観戦などによるもてなしも含みます。飲

食代等の一部を負担してもらうことも含みます。

、職務として出席した会議等における茶菓や弁当などの簡素な飲食物
☆倫理監督官の承認を得て講演を行う際、講演の前後に簡素な飲食物の

提供を受けることについても、禁止行為に該当しないと解しています。

、多数の者(2.名程度以上'が出席する立食バｰﾃｨｰにおける飲食物
☆着席形式であっても座席が指定されておらず、人数もかなり多いよう

な場合は、立食パーティーに準ずるものと解される場合があります。
L ノ

●

雫雲
◎飲食における割り勘の場合でも、その負担額が十分ではなく、実

｜ 雲鴬臺驍耀喜震言震雲鰯言艶繍重言
ます･

◎利害関係者と飲食する際には、事前に倫理規程のルールを伝える

ことや飲食した後に自己の費用を正しく負担しているかを領収書等

で確認することなどを心掛けてください。

’

7
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BW⑥未公開株式を譲り受けてはならない｡

未公開株式の讓受けは、有償、無償を問わず禁止されています。

１
１

趣諏尼麻雀等の遊掛ゴﾙﾌ肺をしてはならない。 、
これらの行為は自分の壹用を負担する場合でもできません。

●公務のために必要な範囲で共に旅行すること
☆次のような場合は禁止行為に該当せず、利害関係者と共に行うことが

できると解しています。

●S0人以上の大規模で、利害関係者の参加が想定できないゴルフコ

ンベに参加したところ、結果として利害関係者と一緒になってしまっ

た塲合
hE

し ’（≦

蟄雪駕謡艫計肌て前…”
例えば､利害関係者に要求して､自分の家族に贈り物を届けさせたり、

自分の親族が経営する会社を下請けで使わせたりすることは、蕊上行為

に当たります。

※広く一般に配布される宣伝用物品や記念品、立食パーティーにおける飲食物や記念品
を提供させることもできません。

☆大規模災害の発生に際して、行政機関から所管団体に要請し、自治体

に対して救援物資を提供してもらうというような公務として行われる行

為については、禁止行為に該当しないと解しています。

~、

ノL
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利害関儒者との間における禁止綜為の例外畷識建鍔I詞

学生時代からの友人など、私的な関係がある場合で、職務上の利害関係の

状況、私的な関係の経緯、行為の態様等から見て国民の疑惑や不信を招くお

それがない場合に限り、前記(①～⑦)の行為をすることができます。

※利害関係者に要求して第三者に前記⑥~⑥の行為をさせることは､私的な関係b海ってもできません。

なお､私的な関係とは､職員としての身分にかかわらない関係をいいます。

したがって、職場での上司や同僚との関係、職務上のカウンターパートとの

関係、職場のOBとの関係などは私的な関係に当たりません。

’
1

1

利害関係者でない者等と鯛における難行為

相手が利害関係者でなくても、以下のような行為は許されません。

、同じ相手からの繰り返しのものや著しく高額なものなど､社］
会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待や物品の贈 ●
与などを受けること

利益供与の原因・理由に相当性があるか、対象者の範囲（国家公務員

のみか)、利益供与の額（高額過ぎないか)、利益供与の頻度（繰り返し

受けるものか)、相手との関係性（利害関係者に近い存在か)等の観点を

総合的に勘案して社会通念上相当と認められる程度を超えるものと判断

される場合には、禁止行為に当たります。

利害閏係者でない者等との間における禁止行為

L ノ

、

飲食物の料金などを、その場に居合わせなかった者（利害関

係者であるかどうかにかかわらない）に支払わせること（い

わゆる「つけ回し」）
_’

e '

9
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目

監修料等に関する規制賑 I理規渥第6条）

⑭特定の書籍等の監修料等を受けてはならない。 －‐
特定の書籍等について、監修料等を受け取ることは．国民の疑惑や不

信を招くおそれがあるため、以下の行為は禁止されています。

◎国の機関のどこかが補助金等を支出している書籍等の監修料等を受

領すること（行政執行法人の職員を除く）

◎所属する省グループが補助金等を支出している又は過半数を買い入

れる書籍等の監修料等を受領すること

※ 「慧鐸劃とは､書籍､.雑誌等の印刷物のほか、CD、DVD等も含まれます。
※「監修料等」とは、監修又は編さんに対する報酬をいいます｡
燕陰グループ」とは、国の機関（ﾀ侭を含む）及び当該国の機関が所管する行政執行
法人により構成されたグループをいいます。

し

6 0 ｈ
Ｊ倫理保持を阻害する術為等⑳熱止(倫建鵜震… r

「

ソ
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１
１「知りながら」とは、周囲の状況から通常の注意力、判断力をもってすれば知り得る状

況にあることをいいます。

、

◎倫理審査会､任命権者､倫理監督官、上司に対して、自分

や他の職員が倫理法等に違反する行為を行った疑いがある

と思われる事実について、虚偽の報告をしたり、隠ぺいした

りしてはならない。

◎管理職の立場にある職員は、部下に、倫理法等に違反す

る行為を行った疑いがある場合には、黙認してはならない。小
》《 虹

ノ
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場合には、倫理事務担当者に御相談ください｡)。利害関係者を職務とI

して訪問した際に文房具や電話などを借用することや､お茶の提供を’ 0
受けることは倫理規程上の禁止行為には該当しません。

Q職場の元上司や元同僚などのOBとの間で注意すべき点はありま’
すか。

AoBは再就職等によって利害関係者となる場合がありますので注意I
が必要です。

なお､在職中から＃|端的に飲食や旅行を共に行っている場合であつ；
ても､利害関係者から食事をおごってもらったり、共に旅行をするこ；
とは倫理規程違反となります。

~‐'~‐‐‐．‐．‐‐‐‐‐．‐．‐‐‐．‐‐．．‐．‐‐‐．~．．．‐‐．．．‐,~‐．‐． ‐、‐‐ ．．‐．一一 ●． ‐．．‐．、－．．．．‐‐ ．．‐・‐－．－‐、－－‐－‐．‐－．．．－．，－．．斗．。..．．．‐．．．．‘.‘．．．：

１
１

11

■■■ よくあ墨撒質闇 一一J

公務員倫理のルールの概要を理解していても、自分自身が具体的な事
例に直面した際に、 「この事業者は利害関係者に該当するか｣、際止行

為の例外として認められるかJなど、判断に迷う場合には、上司や同僚、
倫理事務担当者に相談するようにしましょう。

◎倫理監督官の指導に従って行った行為が違反行為に該当した場合に
は、懲戒処分を行わないことができることとされています。



一

Ｆ
Ｉ
Ｌ 1万円を超える飲食の届出《鐇謹…

自分で費用を負担するなど、利害関係者の費用負担によらずに利害関係者
と共に飲食をする場合において、自分の飲食に要する費用が1万円を超える
場合は倫理監督官へ事前に届け出なければなりません｡
ただし、やむを得ない事情により、事前に届出ができなかった場合は、事
後速やかに届出を行わなければなりません。
なお、届け出る内容は、各府省等の倫理監督官が定めています。

※「やむを得ない事情」とは、次のような場合をいいます。
［二1 1万円を超えない見込みであったが、実際には超えた場合
‘二、利害関係者はいない見込みであったが､実際には利害関係者がいた場合
※以下のような場合でも1万円を超える場合は届出が必要です。
C一次会．二次会それぞれでは1万円を超えないが、両者を合計すると1万円を超え
る場合
！ご’同一部局で勤務した関係や研修を同時に受けた関係のある者と飲食を行う場合

☆以下の場合には、この届出は必要ありません。

●多数の者(20名程度以上〉が出席する立食パーティーにおいて、利害
関係者と共に飲食する場合

●私的な関係のある利害関係者と共に飲食する場合であって、自分又は私
的な関係のある利害関係者ではない第三者が費用を負担する場合（社会遍
念上相当と認められる程度を超えて費用負担を受けることはできません卦Iウ ｜⑨

講演等に承認が必要な場合《総臺霊霧曾蕊）

利害閏係者からの依頼に応じて、報酬を受けて講演等をしようとする

場合は、あらかじめ倫暉需督官の承認を得ることが卿要です。

※「講演割‘とは、講演、討論.講習研修における指導･知識の教授､著述､監修､編
さん又はラジオ・テレビの番組への出演をいいます。

言 利害関係者から依頼されたものであっても報酬を受けないものや利害

関係者でない者から依頼されて報酬を受けるものについては倫理監督官
の承認は必要ありません。

｡’ 倫理監督官は、報酬について、職員の職務の種類又は内容に応じ、職員
に参考となるべき墓準を定めることとされています。

0 《：
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依頼元 ’ 報酬あり
利害関係者 I

利害関係者以外

承認必要

承認不要

報酬なし

承認不要

承認不要
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1 贈与等の報告(傭農法霊s蒙索i冥蕊g蕊儲躍鍵窪蕊'1蕊）
;。．。．．．．．．．．・・．‐．。．‐ ．．.｡‐‐．．‐‐‐．．。‐‐･~‐・ｰ‐．．．。‐．。‐．．‐…．．‐~．…..－．．．．．．．．．．．・・・．‐．．．‐．．．．”．．今．．・・・－－．．．．．一一､や‘｡．．．．・・：

； 本省課長補佐級以上の職員は、事業者等から1件5千円を超える贈I

与等を受けたときは、各省各庁の長等に贈与等報告書を提出しなければ
なりません（保存期間5年間)。
このうち、 1件2万円を超えるものについては、何人でも閲覧を求め

ることができます。

燕本省課長補佐級以上の職員とは、本省に勤める職員に限るものではなく、
行政職俸給表(－)5級以上の適用を受ける職員など、下表に掲げる職員をいいます。
（倫理法第2条第2項）

●●

適用を受ける俸給表

公安職(ー)、医療職(．、医療職fヨ

対象職員
一

6級以上

5級以上

4級以上

3級以上3級以上

行政職(ー)、税務職、公巽職(二)、海事職(－)、福祉職
専門行政職、研究醐

教育職(~う、医療職(一） ’ （
教育鐙(二） ｜ 』
専門スタッフ職、指定職

検察宮俸給法

(注>敬青重の凶合は、罷の1面別鯛

整画⑮受拾者に限る 3級のみ
－

全員

検掌総長、次長検事、検事長、

検塾16号以上、副検事11号以上

※本表に掲げる職員のほか､任期付蝋興研究員､行政割厩幾人の賦員について対醗範囲を規定

報告の対象となるのは、下記のうち1件5千円を超えるものです。
，事業者等（→4ページ）から受けた贈与、飲食物の提供など
し，利害関係者に該当する事業者等から受けた講演等の報酬
こ｝利害関係者に該当しない事業者等から受けた講演等の報酬のうち、職員
の現在又は過去の職務に関係する事項に関するもの
☆宝くじの当選金や福引きの景品など、広く一般に誰でも受け取れる
ものについては、報告の対象としていません。

， ’

、〆

5千円を超える贈与等があったとき

l職墨I ' "職員 餐省餐庁の畏勺一

（贈与等の報告サイクル）

'認鋤'篭s幽糊分修'潔畔柵し
員は、贈与等を受けた四半期の翌四半期の

'露'鋤
職I 初日から14日以内に各省各庁の長等へ提出する

ノ

株取引等又は所得篝の報告(償罎澪罎 第B乗．
－．－．‘｡．．－－一‘｡．・・・ー．'･・・・‐一・一・壱．。‐‐．・・・．．．・・．．．．・・・‘･‘。．－‘･一‐‐．．．．・ず，．‐．．‐・・・・。．．．．。．‐．。．‐‐．‐‐．‐'･‐．‐・‐‐‐．‐．‐‐･･‐‐心．．．．：

本省審議官級以上の職員（指定職俸給表の適用を受ける職員等）は、前年I

缶●‐■｡●勺q■■．｡－イ■わ伊

において行った株取引等及び前年分の所得等について、各省各庁の長等に株

取引藷筈薑蔬濤報髻薑瀧肌なi知ぽなりません了縣鶏間百年乱1 0 1
一一二一＝一色二卓1－a一句一一一凸凸ユニュュー由＝－凸ロュユ竺凸凸凸凸一凸＝＝凸△■凸■▲‐‐▲＝＝凸牟ユーニニー▲凸■卓一二▲一一一一凸▲一一一一凸－－－－凸▲－凸■▲一口一凸●缶一一合一●■G凸一GGq■●●－4■●4■－－4■D P－一幸ら
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’ 倫理法令違反が疑われる行為の通報 I

倫理審査会では､倫理法令違反の早期発見と未然防止のため､国家公務員の

倫理に反すると疑われる行為について､情報を広く受け付ける相談･通報窓口

(公務員倫理ホットライン)を設置しています。

相談･通報以外にも､倫理法･倫理規程に関する質問も随時受け付けてい

ます。

※連絡先等は34ページに記載してあります。

1国’受付の対象となる通報は、この教本にあるルールに反すると疑われる行

為です｡匿名での通報も受け付けています。

I§’倫理審査会の相談‘通報窓口のほか、各府省等にも通報等の窓口が設置

されています。

※一般服務に関する非違行為(セクハラ､秘密漏えい､職務怠慢暴言など)については、

倫理審査会で対応することができませんので､所属の府省等の人事担当部局に連絡して

ください。

；・・・・．・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．・・・。．．．・・・．・・・・・・・．。．・・・Q･．．・・・．・・・．。．・・．・・・竃・・・・・・・・・・・．。．。。・・・。．・・・・・・・。．．。．．。．：

:Q匿名通報したことが周囲に漏れ､不利益を受けないか心配です。 §
;A倫理規程では各省各庁の長等は､倫理監督官等に通報した職員が通：
： 報したことを理由として不利益な取扱いを受けないよう配慮すること；

； が義務付けられています。

各府省等に設置される窓口では、通報者の氏名や個人を特定できる；

i ような情報は､窓口の担当者限りにとどめることとされており､通報；
； の処理に従事する他の職員に、必要最小限の連絡先等の情報を伝達す：

： ることも､通報者の同意がない限り行わないこととされています。 ：
また､公務員倫理ﾎｯﾄﾗｲﾝでも､通報したことを理由として週

： 報者が不利益を受けることがないよう万全を期しており、通報いただ＃

： いた内容を関係府省等に連絡するに当たっては、各府省等には通報者！
； の個人情報は同意がない限り伝えません。

;Q上司や自分が所属している組織の窓口には相談｡通報しづらいです｡ i

iA各府省等が組織の内部に設置する窓口のほか､倫理審査会が設置しI
； ている公務員倫理ホットラインがあります。また､多くの府省等では、 i

； 弁護士事務所等を活用して組織外に設置している外部窓口もあります。 ！

I

|岾1 ｡●｡Dの■■｡■｡●？a■●｡●●P■●■■■●■,｡■旬q■｡■●■｡□●●■■■■●●g●■b●■●b●■■●Q●■●●､｡●e■，｡●●●C●0●000●■0●●●●GqD凸Ce◆GGg●●●●①●Q●●G●q●■●●●●･●●●

14

盲一



ｒ
Ｌ 一画違反行制こ関する懲戒基準

(人事院規則22－1別麦より）

違反行為
各種報告蚕を提出しないこと

虚偽の事項を記戦した各種報告霞を提出すること

利害関係者から金銭又は物品の贈与を受けること

利害関係者から不動産の贈与を受けること

利害関係者から金銭の賞付けを受けること

利害関係者から無償で物品の貸付けを受けること

利害関係者から無償で不動産の貸付けを受けること

利害関係者から無償でサービスの提供を受けること

利害関係者から末公開株式を譲り受けること ・

利害関係者から供応接待（飲彙物の提供に限る．)を受けること

利害閏係者から遊技又はゴルフの接待を受けること

利害閏係者から海外旅行の接待を受けること
利害関係者から国内胴ﾃの接待を受けること

利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること（遊技又はゴルフの接

待を受ける場合を除く｡）

利害閨係者と共に旅行をすること(旅行の接待を受ける堀合を除く｡）

懲戒処分の種類
諭告

減給叉I釧告

免卿､停職､減給又は戒告

免職又は停職

減給叉は油告

漁給叉は賎告

停職又は減給

免職、懐職滅給又は寵告

停職叉は減繪

減給又は戒告

減給又は戒告

停職､減給又は油告

誠給又は戚告

戒告

戒告

3から15までの違反行為に応

じその右棚に掲げる懲戚処分

の種類に準じて､免職､停職、

誠給又は飛告

減給又は唯告

免剛､停職又は誠給

減給叉は戒告

免職停戦、滅給又は雄告

１
２
Ｂ
４
５
Ｂ
７
８
ｇ
ｍ
ｍ
恒
旧
料
稻

利害関係者に要求して第三者に対しSから15までの違反行為棚に

掲げる行為をさせること

利害関係者に該当しない事業者等から社会通念上相当と認められる

程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けること

節嬉関係者につけ回しをすること

利害関係者に該当しない蕊業者等につけ回しをすること

国の補助金等や経識により作成される書籍等又は圃が過半数を買い

入れる薔議等の監修又は編さんに対する報酬を受けること

他の職員が倫理規程に違反する行為によって得た財産上の利益であ

ることを知りながらこれを受け取り又は享受すること

倫理法簔違反の疑いのある事簔について虚偽の申述をし又は隠ぺい

すること

部下の倫理法等違反の疑いのある事実を黙認すること
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１
１
１
２

21 免職、停職、減給又は戒告

２
３
２
２

停職減給又は戒告

停職又は滅拾

※この表は基本となる基準を示したものであり、行為の態様等によりこの臺準よりも重い懲戒

処分又は軽い懲戒処分が行われることがあります。
1
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国家公務員倫理法（平成11年8月13日法律第129号）

I ’

騒終改正：平成27年9月11日法律第6S号 戚務の穀5謹以上の職員

ニー繼職給与法別表縮4イ公安職俸給表
（一)の戦務の穀6級以上の職員
ホ一般職給与法別妻輔4口公安賊俸給表
（二)の職務の級5級以上の職員
へ一般職給与法別喪龍5イ海難賊俸給表

（一)の職務の級5級以上の蝋鼠
トー般職給与法別表獺6イ教育恥俸給表

（一)の職務の級3級以上の職圃

チー繼職給与法別表第6ロ教育戦俸蒲表
（二)の戦瀧の靴3.穀の蔵風
リー般職諾与法別表第7研究戯俸給表の
職務の級4級以上の耽員
ヌー般職給与法別表縮8イ医娠城俸給表
（一)の職務の級3級以上の峨員

ルー般職給与法別表縮8口医療職俸給表
（二)の職務の級6級以上の戯、
ヲ－般恥給与法別諜鮒8ハ医縦職朧論表

（三)の峨務の級6紘以上の蝋興
ワ一般職綿与法別誰鯆9桶力I:猟俸給義の
縦務の級’5級以上の馳倒

力一般職給与法別表第10専門スタッフ職
俸給表の適用を受ける職獅

ヨー‘鍛輪与法別表雛u指定職俸給表の
適用を受iﾅる聴興

二-4kmiの罷期付職風の採期及び給与の聯
例に|順一為法律(平成12年法W1|嬬廻5号。以
下この条において｢鯛＃j'付〕伽員.法｣という｡）
輔7条第1項に規定する‘除給喪の通ﾊﾘを受
ける職員

三一般蝋の任期付研究側の採用、給与及び
勤務時間の緋例に関する法徽(平成9年法
鰍鱸65号｡以下｢任期付研究員法｣という｡）
輔6条熊1項に規定する俸給表の適用を受
ける職員

四検察官の俸給等にl卿する法総〈昭和23年
湾律第76号・以下｢検察官膨給法｣という｡）
の適用を受l鴻賊属であっ零次に郷癌もの
，r椎事総蕊､淡長検蝋及び検勤畷
ロ検察官俸給法別表抜聯の項16号の俸給
月額以上の俸給を受けるｲ郡

ハ検察官俸給湾別表副検事の項n号の俸
給月額以上の俸給を受ける副恢事 ’

五独立行政法人通則法(‘平成,11年法律第103
号)第2条第4項に規定する行政執行法人
（以下｢行政執行法人｣という｡)の職員で

あって、その職務と責任が第1号に掲げる
臓員に相当するものとして当蕨行政執行法
人の長が定めるもの

○目次

第1章総則(第1条一第4条）
第2章国家公務員倫理規程(第5条）
第3章贈与等の報告及び公開(第B条一第9条）
第4章国家公務員倫理審査会(第10条一第8B

条）
第5章倫理監謡宮(第39条）
第6章雑則鐸40条一第46条）
附則

第1章総則

(目的）
第1条この法律は、国家公務側が国民全雌の
奉仕者であってその｣脇務は鬮民から負託ぎれ

た公務であることにかんがみ、国家公務風の
馳務に係る倫理の保持に喪するため必要な措
慨を誰ずることによI)、職務の執行の公正さ
に対する国民の疑惑や不信を招くような行為
の防止を図I) 、 もって公務に対する国民の信
頼を確保することを目的とする。

(定義雪
第2条この法律(縮21条徳2項及び第狸条第
1項を除く｡)において、「j腿風｣とは、 |動議公
務員法(昭和2辨法繊鯆120号)龍2条鋪2項
に規定する一般賊に閥する|到家公務鼠(委員、
顧問若しくは参与の職に鋤る者又は人事院の
指定するこれらに準ずる職にある者で常勤を
要しないもの(同法縮81糸の5第1項に規定
する短時間勤務の官職を占める昔を除く.)を
除く。)をいう。

2この法律において､｢本省瓢長補佐級以上の
職員｣とは、次に掲げる職員をいう。

一一般職の峨風の給与に閲する法律(1唱和
25年法律龍95号。以下｢一般職給与法｣‘とい
う｡)の適用を受ける雌風であって、次に掲
げるもの（卜又はチに掲げるものについて

は、一般賊給与･法鋪10索の2第1翼の規定
による俸諸の特別澗盤額の支論を受ける者
に限る｡）

イ一般職給与法別表第1イ行政職艤鑑
（－)の職務の級5級以上の職員

ロー般蝋給与法別表第2専門行政識俸諮
表の職務の級4級以上の戦員
ハー般職給与法別表第3税務職俸給表の

’

（ ｜⑪

’

（ ノ P

16



3この法徽において、聡定恥以上の職員｣と
は、次に掲げる職員をいう。
－一般職給与法別表第11指定戦俸給麦の適
用を受ける勲員

一の匡鯛､付職員法第7条第1頃に規定す
る維蒜表の適用を受ける臘員であって､同表
6号僻の,際蒲月額以上の僻給を受けるもの
二任期付研究質法第6条総1頂に規定する
俸給表の適用を受ける職風であって、同表
6号俸の俸誇月額以上の'膨給を受けるもの
三検察官俸籍法の適用を受ける職員であっ
て、次に掲げるもの
イ検邸総長、次長検事及・ぴ検事長
ロ検察官樵論法別表恢馴の項5号の俸給
月制以上の捧蒲を受ける検事

四行政執行法人の聴員であっで、その職務
と責任が鱸1号に掲げる恥員に相当するも
のとして当該行政執行法人の長が定めるも
の

4この法維において、「本省辮縦官級以上の
戦風｣とは、次に掲げるI職貝をいう。
一一・般蝋総与法別表第11術定聴朧給表の適
用を受ける職員

一'の二個､付職員法第7条第1項に規定す
る鮮給表の適用を受ける馴貝であって、同
表6号際の俸鵜月額以上の降給を受げるもの
二紘察官維総法の適用を受ける職鼠であっ
て、次に栂げるもの

イ検聯総擬、次長検1ﾘ破捌#郵擬
口械察官維給法別調輝1の劇5号の修諭
月額以上の俸紛を受ける検蛎

三行政執行法人の職興であって、その職務
と演任が第1号に掲げる職mに棚当するも
のとして当該行政執行法人の長が定めるも
の

5 この法雛において、 「馴喋昔等｣とは、法人
（法人でない社団又は財･剛で代蕊者又’は瞥班
人の定めがあ為ものを含む｡)その他の団体及
び事梁を行う個人(当該事業の利益のために
する行鍔を行う場合における個人に限る谷)を
いう。

6この法徽の規定の適用については、事業者
等の利旅のためにする行嵩を行う聯合におけ
る役側、従業員、代理人その他の者は、前項
の事誰者鎌とみなす。
7行政執行法人の長は、第2項第5号、第3
項第4号又は第4項第3号の規定により当該
行政執行法人における本省課燭ii佐織以上の
職員、指定城以上の職員又は本省群議官級以
上の蝋員を定めたときは、その範囲を公表し
旗ければならない。

(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則）
第3条職員は、国民全体の奉仕者であり、国

民の一部に対してのみの奉仕者ではないこと

を自覚し、馳務上知1)傷た傭報について国民
の一部に対してのみ有利な取扱いをずる等国
民に対し不当な差別的取扱いをしてはなら
ず、常に公正な耽務の執行に当たらなければ
ならない。

2職員は、僻に公私の別を明らかにし、いや
しくもその靴務や地位を自らや自らの属する
紐識のための私的利益のために用いてはなら
ない。

3職員は､法微によI)与えられた瀧限の行使
に当たっては、当態権限の行使の対象となる
者からの蛎与等を受ける;こと等の国民の疑惑
や不信を招くような行為をしてはならない。
(国会報告）
第4条内閣は、毎年、国会に、職負の職務に
係る倫理の保持に関する状況及び賊貝のWW
に係る倫理の保持に関して識じた施瀧に間す
る報告識を提出しなければならない。

’
第2章国家公務員倫理甥程

第5条内I別は、縮3条に掲げる愉理瞭則を踏
まえ、職員の職務に係る倫理の保持を図るた
めに必要な副頭に関する政令(以下｢鬮涼公務
風倫理規程｣という｡)を定めるものとする･
この聯合におﾙ､て､図家公務厨愉迎規程には、
I慨員の耽務に利轡l卿係を有する瀞からの卿与
等の凝止及び刺|腱等恥員の耽務に利答関係を
有する菅との鋤伽その他国民の疑惑や不信を
招くような行為の防止に潤し職風の遵守すべ
き3噸が含まれていなければ毒ら憩い。
2内閣は、圃飛公務負倫理規秘の制置又は改
廃に際しては、腿|寵公務員'倫理稀嫌会の惣見
を聴かなければな吟ない．
3各省答庁の畏(内側総理大腫、寄背大随、
会澗検遜院鍵人辮院総裁、内閣法111屈艇官
及び蕃察庁長官並びに宮内庁憂嘗及び各外局
の長をいう。以下同じ.)は、国蒙公務員倫理
審査会の同意を綿て、当該各省各庁に属ずる
聴員の職務に係る倫理に閏する訓令を定める
ことができる．

4行政執行法人の喪は、国家公務風倫理樵迩
会の同意を線て、当該行政執行法人の職興の
職務に係る倫理に閥する規則を定めることが
できる。

5行政執行法人の長ば、前項の規則を定めた
ときば、これを主務大臣(独立行政法人通則
法第68条に規定する主務大臣をいう｡)に届け
出なければならない｡これを変更したときも、
同様とする。

6内閣は、国家公務質倫理規程、第3項の訓

I
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間に行ったものに限る。以下｢株取引等｣とい
う。)について、当該株取引等に係る株券等の
種類、銘柄、数及び対価の額並びに当該株取
引等の年月日を記載した株取引等報告書を、
毎年、 3月1日から同月31日までの間に、各
省各庁の長等又はその委任を受けた者に提出
しなければならない。

2各省各庁の長等又はその委任を受けた者
は、前項の規定により株取引等報告書の提出
を受けたときは、当該株取引等報告書の写し
を国家公務員倫理審査会に送付しなければな
らない。

(所得等の報告）

第8条本省審議官級以上の職員(前年1年間
を通じて本省審議官級以上の職員であったも
のに限る｡)は、次に掲げる金額及び課税価格
を記載した所得等報告書を、毎年、 3ﾉ11R
から同月31日までの間に、各省各庁の長等又
はその委任を受けた者に提出しなければなら
ない，

一前年分の所得について同年分の所得税が
課される場合における当該所得に係る次に
掲げる金額(当該金額が100万円を超える場
合にあっては、当該金額及びその基因と
なった事実）

イ総所得金額(所得税法(昭和40年法雛第
33号)鋪22条第2項に規定す-る総所得金
額をいう。)及び山林所得金額(同条鋪3
項に規定する山林所得金額をいう。)に係
る各種所得の金額(同法第2条第1項館
22号に規定する各種所伴の金額をいう．
以下同じ。）

ロ各種所得の金額(退職所得の金額(所得
税法第30条第2項に規定する退職所得の
金額をいう。)及び山林所得の金額(同法
第32条第3項に規定する山林所得の金額
をいう。)を除く。)のうち、租税特別措置
法(昭和32年法律第26号)の規定によI)、
所得税法第22条の規定にかかわらず、他
の所僻と区分して計算きれる所得の金額

二前年中において贈与によI)取得した財産
について同年分の贈与税が課さｵLる場合に
おける当該財産に係る贈与税の課税価格
（相続税法(昭和25年法律第73号)第21条の
2に規定する贈与税の課税価格をいう。）
2前項の所得等報告書の提出は、納税申告書
（国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第
6号に規定する納税申告醤をいう。以下同
じ｡)の写しを提出ずることにより行うことが
できる。この場合において、同項第1号イ又
は口に掲げる金額が100万円を超えるときは、
その基因となった事実を当該納税申告番の写
しに付記しなければならない。

第3章贈与等の報告及び公開

（贈与等の報告）

第6条本省課長補佐級以上の職員は、事業者
等から、金銭、物品その他の財産上の利益
の供与若しくは供応接待(以下｢贈与等｣とい
う｡)を受けたとき又は事業者等と職員の職務
との関係に基づいて提供する人的役務に対す
る報酬として国家公務員倫理規程で定める報
酬の支払を受けたとき(当該贈与等を受けた
時又は当該報酬の支払を受けた時において本
省課長補佐級以上の職員であった場合に限
I)、かつ、当該贈与等によ I)受けた利益又
は当該支払を受けた報酬の価額が1件につ
き5千円を超える場合に限る｡)は、 1月から
3月まで、 4月から6月まで、 7月から9月
まで及び10月から12月までの各区分による期
間(以下｢四半期｣という。)ごとに、次に掲げ
る事項を記識した贈与等報告書を、当該四半
期の翌四半期の初日から14日以内に、各省各
庁の長等(各省各庁の長及び行政執行法人の
長をいう。以下'司じ･)又はその委任を‘受けた
背に提出しなければならない。
－当該贈与等によI)受けた利益又は当該支
払を受けた報酬の価額

二当該贈与等によI)利益を受け又は当該報
酬の支払を受けた年月日及びその韮因と
なった事実

三当該贈与等をした事業背等又は当該報酬
を支払った事業者等の鳥称及び住所
四前3号に掲げるもののほか図家公務員倫
理規程で定める事項

2 各省各庁の長等又はその委任を受けた者
は、前項の規定によI)贈与等報告書の提出を
受けたときは、当該贈与等報告書(指定職以
上の職員に係るものに限り、かつ、第9条第
2項ただし醤に規定する事項に係る部分を除
く。)の写しを国家公務員倫理審査会に送付し
なければならない。

(株取引等の報告）

第7条本省審議官級以上の職員は、前年にお
いて行った株券等(株券、新株予約権証券又
は新株予約権付社債券をいい、株券、新株
予約権証券又は新株予約権付社債券が発行
されていない場合にあっては、これらが発行
されていたとすればこれらに表示されるべき
権利をいう。以下この項において同じ｡)の取
得又は譲渡(本省審議官級以上の職員である
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項に係る調査研究及び企画を行うこと。
四職員の職務に係る倫理の保持のための研

修に関する総合的企画及び調整を行うこ
と。

五国家公務員倫理規程の遵守のための体制
整備に関し、各省各庁の長等に指導及び助

言を行うこと。

六贈与等報告書、株取引等報告書及び所得

等報告書等の審査を行うこと。
七この法律又はこの法律に基づく命令に違

反する行為に関し、任命権者(国家公務員

法第55条第1項に規定する任命権者及び法
律で別に定められた任命権者並びにその委
任を受けた者をいう含以下同じ｡)に対し、
調査を求め、その経過につき報告を求め及

び意見を述べ、その行う懲戒処分につき承

認をし、並びにその懲戒処分の概要の公表
について意見を述べること。

八国家公務員法第17条の2の規定によI)委

任を受けた権限によI)調査を行うこと．

九任命権昔に対し、職員の職務に係る倫理

の保持を図るため監督上必要な措置を識ず
るよう求めること．

-I- 国家公務員法第84条の2の規定によI)委
任を受けた権限によI)職員を懲戒手続に付
し､及び懲戒処分の概要の公表をすること．

十一前昏号に掲げるもののほか、法雛又は
法律に基づく命令に基づき審査会に属させ
られた事務及び権限

(職権の行使）

第12条審査会の会長及び委員は、独立して
その職椛を行う。

(組織）
第13条審査会は、会長及び委員-l人をもっ
て組織する。

2会長及び委員は、非常勤とすることができ
る。

3会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4会長に事故があるときは、あらかじめその

指名する委員が、その職務を代理する。

(会長及び委員の任命）
第14条会長及び次項に規定する委員以外の
委員は、人格が高潔であI)、職員の職務に係
る倫理の保持に関し公正な判断をすることが
でき、法律又は社会に関する学識経験を有す
る者であって、かつ、職員(検察官を除く。）
としての前歴を有する者についてはその在職
期間が20年を超えないもののうちから、両議
院の同意を得て、内閣が任命する。

2委員のうち1人は、人事官のうちから、内
閻が任命する者をもって充てる。
3会長又は前項に規定する委員以外の委員の

任期が満了し、又は欠員を生じた場合におい

3各省各庁の長等又はその委任を受けた者

は、第1項の所得等報告書又は前項の納税申
告書の写し(以下｢所得等報告書等｣という｡）
の提出を受けたときは、当該所得等報告瞥等
の写しを国家公務員倫理審査会に送付しなけ
ればならない。

(報告雷の保存及び閲覧）
第9条前3条の規定によI)提出きれた贈与等
報告書、株取引等報告書及び所得等報告書等
は、これらを受理した各省各庁の畏等又はそ

の委任を受けた者において、これらを提出す
べき期間の末日の翌日から起算して5年を経
過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、各省各庁の長等又はその委任を受
けた者に対し、前項の規定によI)保存されて

いる贈与等報告書(贈与等により受けた利益
又は支払を受けた報酬の価額が1件につき2
万円を超える部分に限る,)の閲覧を請求する
ことができる，ただし、次の各号のいずれか

に該当するものとしてあらかじめ国家公務員
倫理審査会が認めた事項に係る部分について
は、この限りでない。

一公にすることによI)、国の安全が害され

るおそれ、他国若しくは国際機関との信頼

関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは
国際機関との交渉上不利益を被るおそれが

あるもの
二公にすることによI)、犯罪の予防、鎮圧

又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の
公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすお
それがあるもの

I

《

第4章国家公務員倫理審査会

(設題）
第10条人事院に、国家公務員倫理審査会(以
下｢審査会｣という6)を置くc

(所掌事務及び権限）
第11条審査会の所掌事務及び権限は､第5条
第3項及び第4項、第9条第2項ただし書、
第39条第2項並びに第42条第3項に定めるも
ののほか、次のとおI)とする．
一国家公務員倫理規程の制定又は改廃に関
して、案をそなえて、内閣に意見を申し出
ることc

二この法律又はこの法律に基づく命令(第
5条第3項の規定に基づく訓令及び同条第

4項の規定に基づく規則を含む。以下同
じ｡)に違反した場合に係る懲戒処分の基準

の作成及び変更に関すること。

三職員の職務に係る倫理の保持に関する事 I
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て、国会の閉会又は衆議院の解散のために両
議院の同意を得ることができないときは、内
閣は、第1項の規定にかかわらず、同項に定
める資格を有する者のうちから、会長又は前
項に規定する委員以外の委員を任命すること
ができる。

4前項の場合においては、任命後最初の国会
において両議院の事後の承遡を得なければな

らない。この場合において、両議院の事後の
承認を得られないときは、内閣は、直ちに、
その会長又は第2項に規定する委員以外の委
員を罷免しなければならない。
（会長及び委員の任期）

第15条会長及び委員の任期は、 4年とする，
2 人事官としての残任期間が4年に満たない
場合における前条第2項に規定する委員の任
期は、前項の規定にかかわらず、当該残任101
間とする．

3補欠の会長及び委員の任期は、前任者の残
任期間とする。

4会長及び委員は､再任されることができる，
5会長及び委員の任期が満了したときは、当
該会長及び委員は、後任者が任命されるまで
引き続きその職務を行うものとする動
(身分保障）

第16条会長又は委員(第14条第2項に規定す
る委員を除く。以下この条、次条、第18条輔
2項及び第3項並びに第l9条においてl剛じ.）
は、次の各号のいずれかに該当する場合を除
いては、在任ﾘ'、その意に反して罷免される
ことがない。

一破産手続開始の決定を受けたとき。
二禁鋼以上の刑に処せられたとき。
三審査会によI)、心身の故隙のため職務の
執行ができないと認められたとき、又は職
務上の義務違反その他会長若しくは委員た
るに適しない非行があると漣められたと
き。

(罷免）

第17条内閣は、会長又は委員が前条各号の
いずれかに該当するときは、その会長又は委
員を罷免しなければならない。
(服務）

第18条会長及び委員は、職務上知ることの
できた秘密を漏らしてはならない。その職を
退いた後も同様とする。

2会長及び委員は、在任中、政党その他の政
治的団体の役員となり、又は讃極的に政治運
動をしてはならない。

3常勤の会長及び常勤の委員は、在任中、営
利事業を営み、その他金銭上の利益を目的と
する業務を行い、又は内閣の貯可のある場合
を除くほか、報酬を得て他の職務に従事して

はならない。

（給与）

第19条会長及び委員の給与は、別に法律で
定める．

（会議）

第20条審査会は、会長が招集する。
2審査会は、会長及び2人以上の委員の出席
がなければ、会談を開き、議決をすることが
できない。

3審査会の議事は、出席者の過半数でこれを
決し、可否同数のときは、会長の決するとこ
ろによる。

4会長に事故がある場合の第2項の規定の適
用については、第13条第4項に規定十る委員
は、会長とみなす。

（事務局）

第21条審査会の事務を処理させるため、霧
査会に耶務局を置く．

2事務局に事務局長及び所要の職員を瞳く，
3事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌
理する』

4群迩会の郵務に従ﾘする者は、職務上知る
ことのできた秘密を洞らしてはならない.、そ
の戦を退いた後も同様とする。

(調査の端緒に係る任命権者の報告）
第22条任命侭者は、職員にこの法俳又はこ
の法嫌に推づく命令に述反する行為を行った
疑いがあると思料するときは、その旨を需在
会に報告しなければならない。
(任命権者による調査）

第23条任命擢者は、職貝にこの法紘又はこ
の法徽に坐づく命令に途反する行為を行った
疑いがあると思料して当該行為に関して澗在
を行おうとするときは、審査会にその旨を通
知しなければならない：

2審斑会は、任命描青に対し、前項の調査の
経過について、報告を求め、又は意見を述べ
ることができる．

3 任命椛昔は、第1項の調査を終了したとき
は、遅滞なく、審査会に対し、当該調査の結
果を報告しなければならない。
(任命権者に対する調査の要求等）
第24条審査会は、職風にこの法律又はこの
法徽に基づく命令に述反する行為を行った疑
いがあると思料するときは､任命梅者に対し、
当該行為に関する調査を行うよう求めること
ができる。

2前条第2項及び第3項の規定は、前項の調
査について準用する。
(共同調査）

第25条審査会は、第23条第2項(前条第2項
において準用する場合を含む｡)の規定により
報告を受けた場合において必要があると認め
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第29条審査会は、前条の調査の結果、任命
権者において懲戒処分を行うことが適当であ
ると思料するときは、任命権者に対し、懲戒
処分を行うべき旨の勧告をすることができ
る。

2任命権者は、前項の勧告に係る措価につい
て、審査会に対し、報告しなければならない。
(審査会による懲戒）
第30条審査会は、第28条の調査を経て、必
要があると認めるときは、当該調査の対象と
なっている職員を懲戒手続に付することがで

きる。

(調査終了及び懲戒処分の通知）
第31条審査会は、第28条の調査を終了した
とき又は前条の規定によI)懲戒処分を行った
ときは、その旨及びその内容を任命椛者に通
知するものとする。

(審査会による懲戒処分の概要の公表）
第32条群迩会は、第30条の規定によI)懲戒
処分を行った場合において、職員の職務に係
る倫理の保持を図るため時に必要があると認
めるときは、当該懲戒処分の概要の公表を寸一
ることができる。

(刑事裁判との関係の特例）
第33条この法津又はこの法津に基づく命令
に述反する行為に係る懲戒手続に関する国家
公務貝法第85条の規定の適用については、同
*'l'I-人耶院｣とあるのは、 「国家公称貝倫理
辮斑会｣とする．

（秘密を守る義務の特例）
第34条群査会が行う調光'二関する陰|家公務
員法第'㈹条第4項の規定の適用については、
同項に|:!｢人事院｣とあるのは｢国家公務貝倫理
審変会｣と､｢調査叉は僻理｣とあるのは｢調盗」
とする.動

（関係行政機関に対する協力要求）
第35条審査会は、その所掌事務を遂行する
ため必要があると認めるときは、関係行政朧
関の長に対し、涜料又はli!i報の提供その他必
要な協力を求めることができるc
（人事院規則制定の要求）
第36条審査会は、その所掌する事務につい
て、人事院に対し、案をそなえて、人事院規
則の制定を求めることができる。
（人事院の報告聴取等）
第37条人事院は、 人事行政の公正の確保の
ため必要があると認めるときは、審査会に報
告を求め、又はこれに対し意見を述べること
ができる。

（人事院規則への委任）
第38条この章に定めるもののほか、審査会
に関し必要な事項は、人事院規則で定める豊

；供その他必

事務につい
．、人事院規

正の確保の

審査会に報

P述べること

るときは、この法律又はこの法律に基づく命
令に違反する行為に関し、当該任命権者と共
同して調査を行うことができる。この場合に
おいては、審査会は、当該任命権者に対し、

共同して調査を行う旨を通知しなければなら
ない。

(任命権者による懲戒）
第26条任命椛者は、職員にこの法律又はこ
の法律に基づく命令に違反する行為があるこ
とを理由として懲戒処分を行おうとするとき

は、あらかじめ、審査会の承認を得なければ

ならない。

(任命権者による懲戒処分の概要の公表）
第27条任命椛者は、職員にこの法律又はこ
の法律に基づく命令に違反する行為があるこ
とを理由として懲戒処分を行った場合におい

て、職員の職務に係る倫理の保持を図るため
将に必要があると認めるときは、当該懲戒処
分の概要の公表(第7条第1項の株取引等報
告普中の当該懲戒処分に係る株取引等につい
ての部分の公表を含む。以下同じ｡)をするこ

とができる。

2審在会は、任命椎者が前項の懲戒処分を
行った場合において、特に,必､要があると認め
るときは、当該任命権者に対し、当該懲戒処
分の概要の公表について意見を述べることが
できる.，

(審査会による調査）
第28条審交会は、第22条の報告又はその他
の方法によI)職員にこの法雛又はこの法律に
基づく命令に述反する行為を行った疑いがあ
ると思料する蝿合であって、蝋貝の職務に係
る倫理の保持に|則し特に必要があると認める

ときは、当該行為に関する調葹のIIM始を決定
することができる。この場合においては、群

査会は、あらかじめ、当該調誰の対象となる
職員の任命椛者の意見を聴かなければならな
い。

2審査会は、前項の決定をしたときは、同項
の任命権者にその旨を通知しなければならな
い◎

3 任命権者は、前項の通知を受けたときは、
審査会が行う調査に協力しなければならな
い。

4任命権者は、第2項の通知を受けた場合に
おいて、第1項の調査の対象となっている戦
員に対する懲戒処分又は退職に係る処分を行
おうとするときは、あらかじめ、審査会に協

議しなければならない。ただし、次条第1項
の規定により懲戒処分の勧告を受けたとき又
は第31条の規定によI)通知を受けたときは、
この限I)でない。

（懲戒処分の勧告）
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の設立の根拠となる渋澤又は法人裕を付与す
る法律において、役員、職風その他の当該法
人の業務に従事する者を法令により公務に従
蝋する者とみなすこととされ、かつ、政府の
出資を受けているもの(以下｢稚珠法人等｣と
いう｡)は、この法維の規定に基づく国及び行
政執行法人の施簸に準じて、勝殊法人等の職
員の城務に係る倫理の保持のために必要な施
策を辮ずるようにしなけれ感ならない。
2各省各庁の長は、その所醤する聯珠法人等
に対し、前項の規定により特殊法人等が雛ず
る施紫について、必要な監督を行うことがで
きる。

3審恋会は、各省各庁の長に対し、鋪1項の
規定によ})雑蝿法人等が識ずる施轆につい
て､報告を求め、又は監驚上必要な措世を識
ずるよう求めることができる。
(地方公共団燃等の講ずる施詞
第43条地方公共剛体及び地方鋤立行政法人
法(平成15年穰律縮118号)第2条第2項に規
定する糠定地方独立行政法人は、この法維の
規定に盤づく陸I及び行政執行法人の施錐に靴
じて、地方公務員の職務に係る倫理の保持の
ために必要な施簸を聯ずるよう努めなければ
ならない。

(この法律の所掌）

第44条この法徽に韮づく職liの聴驚に係る
倫理の保持に関寸-る内1脚総理大臓の所蛾する
辨務は、鋪皇I粂、縮5条鋪6項、第14条、鱗
17条及び鱗18条鋪3項に定める事務に側する
もののほか、国家公務員倫理規程並びに蕊狸
条縮1頭及猷次柴の政令に閲するものに限ら
れるものとする唇

2前項に定めるもの及びこの法維中他の機関
が行うことときれるもののほか、この法津に
韮づく恥興の耽務に係る愉蝋の保祢に側する
副職は、群迩会の所峨に属する,ものとする。
敏令への委燭
第45条この法律.に定めるもののほか、この
法律(鱸4欺を除く｡)の実施に関し必要な事
項は､癖迩会の意見を聴いて､雌令で進める。
(冒覗I）

第46条簾18条縮1項又は第21条第4項の規
定に逆反して秘密を綿らLた者は、2年以下
の懲役又は100万円以下の罰金に処寸る‘･
附則（抄）
伽行期日）
第1条この法律は、平成12年4月1日から施
行する。

第5章倫理窯雪盲

第39条耽員の職務に係る倫理の保持を図る
ため、法律の規定に基づき内閣に置かれる各
機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさど
る‘撒関として置かれる各機関及び内間の所脇
の下に鯉かれ為機関並びに会計検査院並びに
各行政執行法人(以下｢行政憧関等｣という｡）
に、それぞれ倫理朧将官1人を脳く。
2倫理礁督官は、その閥する‘行政機関等の職
質に対しその職務に係る倫理の保持に関し必
要な指導及び助言を行うとともに、審壷会の
指示に従い”当該行政機関等の轆員の聴務に
係る倫理の保持のための体制の確聯を行う。

I

１
第6章雑則

第'40条削除

(行政執行法人の職員に閏する特例）
第4;1条縮4雄の規定は、行政執行法人の戦
m(智理又は朧'際の地位にある者のうち人輔
院規則で定める官職にあるものを除く｡)に
は、適用しない。

2鮪4難の規定の適用を受ける行政執行法人
の労働関係に関する法維(昭和23年法津難弱7
号)縮2条鋪2号の職員に対する同法簾37条
輔1項第1号の規定の適用については、同
母中｢第3条第2項から施4項まで、第3条
の2｣とあ為のは｢縮3条第2攻から第4項ま
で(職務に係る倫理の脇持に閥する聯務を除
く｡.)｣と、「縮17条、鋪17条の2｣とあるのは
「鱸17条(戦員の融務に係る倫理の保持に関し
て行われるものを除く"｡)｣と､｢鋪別条第2項、
鋪8峰の2」とあるのは｢第8峰鋪2項(国寂
公務鼠肺理法(平成u年渋雛第129号)又はこ
れに基づく命令(同法蛸5条第3項の規定に
基づく訓令及び同条鰭4項の規定に基づく規
則を含む｡)に通展する行為に|淵して行われる
ものを除く｡)｣と、「鰯100条第4項｣とあるの
は｢掴00条縮4項("17条の2の規定により
椎限の委任を受けた国家公務風倫理審査会が
行う柵恋に係るものを除く｡)｣とする。
(特殊法人等の識ずる施策等）
第42条法律により直接に設立された法人又
は特別の法鰍により狩別の設立行為をもって
股立された法人(総務省設置法(平成11年法律
第91号)第4条第1項第9号の規定の適用を
受けない法人を除く｡)、狐痙行政法人通則法
縮2条第1項に規定する独立行政法人であっ
て行咳執行法人以外のものその他これらに準
ずるものとして政令で定める法人のう;ち、そ

’

’

( ）（』

’

( ),|(.〃
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I参考

ず、叉は同項の規定によI)普類又はその写
の提出を求められ正当の理由がなくこれに
応じなかった者

五第17条縮2項の規定によI)識鍾又はその
写の提出を求められ、虚偽に事項を記戦し
た掛頚又は写を拠出した者
五の二鯖17条第3覗("18条の3露2項に
おいて準期する掛合を含む｡)の規定による

検壷を拒み、妨げ、著しくは忌避し、又は
質問に対･して|馴錘をせず､落しくは虚偽の：
陳述をした者("17条鮪1頚の調謹の対象
である職員(第18条の3第2現において準
用する聯合にあっては、同条第1項の澗変
の対蝋である聯貝又は職風であった瀞)を
除く。j

六～二-i- (II")

2 （略）

第,,,崇綱09蕊蛎2号より蟻4号まで及び ｜
熊12号叉は前条鱸1項雛1号、縮3号から第 ’

国家公務員法
(昭和22年10月21日法令第120号)(抄）

第2章中央人事行政機関

(人事院の調査）
第17条人那院叉はその指名する菅は、人馴
院の所紫する人事行政に関ずる事項に側し柵
通することができる．
2人事院又は前項の規定によI)指名きれた者
は、伺項の澗迩に閲し必要があるときは、証

人をI喚問し、又は洲賑すべき瓢項に関係があ
ると溜められる誉類若し<ばその写の提州を
求めることができる。

3人蕊院は、縮1項の柵斑(蝋風の職務に係
る倫理の保持に隅lして行われるものに限る｡）
に関し必要があると認めるときは、当該測磁
の対談である聴員に出頭を求めて髄間し、叉

は同項の規定によI)指樹された瀞に、当識職

員の勤務する場所(職員として勤務していた

蝿所を含む.1に立ち入らせ、帳簿緋類その他
必婆な物件を恢遜させ、又は1期係脅に姉Iさ
せることができ為。

4前項の規定によIj立入検壷を寸・る者は、そ
の身分を示す証明書を柵帯し、側’係青の諭求
があったときは、これを腿示しなければなら
ない．

5鋪3項の規定による立入検准の権限は、犯
罪捜涯のために認められたものと解してはな
らない。

(国家公務員倫理審査会への権限の委任）
第17条の2人事院は、前条の規定による術
限(戦興の職務に係る倫理の保捧に関して行
われるものに限り、かつ、第90条縮1項に規
定ｵｰろ不服申立てに係るものを除く。)を唾I裳
公務員倫理審査会に委任寸一る。

7号まで、鋪9号から第15．号まで"18癖及

び第20号に掲げる行鯛を企て、命じ、故簸に
これを嘗認し、そそのかし又はそのほう助を
した昔は、それぞれ各本条の刑に処するぐ

ｒ
岬
Ｔ
０
口
巳
、
鴎

第4章罰則

第110条次の各号のいずれかに該当する者
は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
に処する。

一・二（略）

三縮17条輔2項(第18条の3第2項におい
て準用する塘合を含む。次号及び第5号に

おいて同じ･)の規定による証人として喚問
を受け虚偽の陳述をした者

四縮17条第2項の規定により証人として喚
問を受け正当の理由がなくてこれに応ぜ （ ）

ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
巳
■
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
日
日
■
ｂ
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一

1 者及び外国政府若しくは国際機関又はこれら
に準ずるものに勤務する者(当蕪外国政府若
しくは国際機関又はこれらに準ずるものの利
益のためにする行為を行う場合における当該
伽務する者に限る瞳)を除く。

一群認可等(行政手統法(平成5年法律第
88号)第2条第3号に規定する許漣可等を
いう｡)をする事務当議群認可等を受けて
事業を行っている事菜者等(法第2条第5

鱸寄繍難戦震辮蕊
以下同じ｡)、当誌許認可等の申耐をしてい
る事業者等又は個人(同条雄6項の規定に
よ卜)事業者等と露なされる者を除く.。以下
「糠定個人｣とい易｡)及び当該貯腿可等の申
硝をしようとしていることが明らかである

認業者等又ば勝定偲人
二補助金等《補助金等に係る予獄の執
行の適正化に関する法朧(昭和30年
法律第遊9号1第2．条徳1項に規定す
る補助金等をいう。以下側じ｡）を交
付する事務当識袖助金等(当識補助
金等を直接にその財･源の全部又は一
部とする伺条第4項嬉1号に掲げる
IIII接補助金等を含む｡)の交付を受けて当該
交付の対象となる事務又は事蕊を行ってい
る聯業者等又は職定個人、当骸補助金等の
交付の申請をしている馴喋者等又は綜定個
人及び当該補助金等の交付の申諭をしよう
としていることが明らかである事乗者等又
は僻定個人

三立入抜通、瀧迩又は腔察(法令の規定に
韮づき行われるものに限る。以下この号に
おいて｢検査調という｡1をする那務当該
検張等を受げる事業者等又は聯定個人
四不利益処分(行政手続法縮2条第4号に
規定する不利益処分をいう｡)を寸る事務
当該不利益処分をしようとする場合におけ
る当該不利益処分の名宛人となるべき事桑
菅等又は特定個人

五行政指導(行政手続法輔2条第6号に規
定する行政指導をいう｡}をする釧務当該
行政指導によ､り現に一定の作為又は不作為
を求められている事業者等又は僻定個人
六内閣府又は各省が所蕊する事務のうち事
業の発達、改善及び測雛に関する事務(前
各号に掲げる事務を除く｡） 当該事業を
行っている事業者等
七国の支出の原因となる契約に関する事務
若しくは会計法(昭和22年法律鋪35号)第29
条に短定する契約に関する事務又はこれら

の契約に相当する行政執行法人の業務に係
る契約に関する事務これらの契約を締結

国家公務員倫理規程
(平成12年3月28日政令箒191号）

’最終改正：平成27年12月8日政令第427号

(続雪了動短準）

第1条恥員(国家公務風倫理法(以下｢法｣とい
う｡)第2条鋪1項(弓規定する聡員をいう。以
下同じ｡)は､国家公務員としての誇I)を持ち、
かつ、そ'の使命を自虻し、蝿1号から蕊3号
までに掲げる法第3条の倫理原則とともに第
4号及び第5号に掲げる事項をその職務に係
る倫理の隠持を図るために遵守すべき規準と
して、行動しなければ泰らをいく

一賎員は、国民全体の奉仕者であ1〕、国民
の一部に対してのふの奉仕者では窓いこと

を自覚し、職務上知I)聯た備報について国
民の一部に対しでのみ禰利な取扱いをす為
等国民に対し不当な差別的取扱いをしては
ならず、常に公正な職務の執行に当たらな
ければならないこと。

二職員は、微に公私の別を明ら:かにし、い
やしくもその職務や地位を自らや自らの属
する組織のための穫的利益のために用いて

はならないこと。

三職員は、法維により与えられた権限の行
使に当たっては､当識権限の行使の対象と
なる巻からの鮒与等を受けること等の国民
の疑惑や不信を招くような行為をしてはな
らないこと。

’四戦員は、恥赫の逆行に当たっては、公共
の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれ
に取り組まなければならないこと。
五職員は、勤務時間外においても、自らの
行動が公務の眉用に影蕃を与えることを常
に認識して行動しなければならないこと。

(利害閏係書）
第2条この政令において蕊｢利害関係者｣とは、
職員が職務として撫わる次の各号に掲げる事
務の区分に応じ､当該各号に定める者をいう。
ただし、峨員の職務との利害関係が潜在的
凌ものにとどまる者又は職風の裁最の余地
が少ない職務に関する者として各省各庁の
長(法第5条第3項に規定する各省各庁の髪
をいう。以下同じ｡)が訓令(同項に規定する
訓令をいう．以下同じ｡)で又ば独立行政法
人通則法(平成n年法維第103号)第2条第4
項に規定する行政執行法人(以下｢行政執行
法人｣という｡)の長が規則(法第5条第4項に
規定する規則をいう。以下同じ｡)で定める
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「

している事業者等、これらの契約の申込み

をしている事業者等及びこれらの契約の申

込みをしようとしていることが明らかであ

る事業者等

八財政法(昭和22年法律第34号)第18条第1

項の規定による必要な調整に関する事務

当該調整を受ける国の機関

九一般職の職員の給与に関する法律(昭和

25年法律第95号)第8条第1項の規定によ
る職務の級の定数の設定若しくは改定に関

する事務若しくは当該設定若しくは改定に

係る同項に規定する意見を述べることに関

する事務又は同条第2項の規定による職務

の級の定数の設定若しくは改定に関する事
務これらの設定又は改定を受ける国の機

関

十内|削法(昭和22年法律第5号)第12条第2

項第14号の規定による定員の設瞳、増減及

び廃止に間する審査に関する事務当該審
査を受ける国の機関

2職員に異動があった場合において、当該異

動前の官職に係る当該職員の利害関係菅で

あった昔が、異動後引き続き当該官職に係る

他の職貝の利害関係者であるときは、当該利

害関係者であった者は、当該異動の日から起

算して3年間(当該期間内に、当該利害関係

者であった荷が当該官職に係る他の職員の利

害IKl係背でなくなったときは、その日までの

間)は、当該異動があった職員の利蒋|刈係背

であるものとみなす。

3 他の職貝の利害|卿係者が、職員をしてその

官職に韮づく影浮力を当該他の職員に行使さ

せることによi)自己の利益を図るためその職

員と接触していることが明らかな場合におい

ては、当該他の職員の利害関係音は、その職

員の利害関係背でもあるものとみなす‘．

(禁止行為）
第3条職貝は、次に掲げる行為を行ってはな

らないc

－利害関係者から金銭、物品又は不動産の

贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他
これらに類するものとしてされるものを含

む｡)を受けること。

二利害関係者から金銭の隣付け(業として
行われる金銭の貸付けにあっては、無利子

のもの又は利子の利率が著しく低いものに

限る｡)を受けること。

三利害関係者から又は利害関係者の負担に

ki)、無償で物品又は不動産の貸付けを受

けること。

四利害関係者から又は利害関係者の負担に

． より、無償で役務の提供を受けること。

五利害関係者から未公開株式(金融商品取

引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に

規定する金融商品取引所に上場されておら

ず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売

買有価証券登録原簿に登録されていない株
式をいう。)を瀬I)受けること。

六利害関係者から供応接待を受けること。

七利害関係者と共に遊技又はゴルフをする

こと。

八利害関係者と共に旅行(公務のための旅

行を除く。)をすること。

九利害関係昔をして、第三者に対し前各号

に掲げる行為をさせること。

2前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲

げる行為を行うことができる。

一利害関係者から宣伝用物品又は記念品で

あって広く一般に配布するためのものの贈

与を受けること，

二多数の者が出席する立食パーティー(飲

食物が提供される会合であって立食形式で

行われるものをいう．以下同じ電, )におい

て、利害関係晋から記念品の卿与を,受ける

こと。

三職務として利害関係昔を訪問した際に、

当該利害関係背から提供される物品を使用

すること．

四職務として利害関係昔を訪問した際に、

当該利害関係背から提供されるビI勅耶(当

該利害関係背がその業務等において1_1,附的
に利川しているものに限る｡)を利用するこ

と(当該利秤側係昔のりf務所等の周囲の交

通準備その他の半傭から当該脚勤巾の利用

が相当と認められる場合に|災る.)．

五職務として出席した会談その他の会合に

おいて、利評関係苛から茶菓の提供を受け

ること動

六多数の背が出席する立食パーテイーにお

いて、利害関係背から飲食物の提供を受け
ること言，

・じ職務として出席した会議において、利害

関係者から簡素な飲食物の提供を受けるこ
と．

3 第1項の規定の適用については､職員(同項

第9号に掲げる行為にあっては、同号の第三

者。以下この項において同じ｡)が、利害関係
者から､物品若しくは不動産を購入した場合、

物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又

は役務の提供を受けた場合において、それら

の対価がそれらの行為が行われた時における

時価よI)も著しく低いときは、当該職員は、

当該利害関係者から、当該対価と当該時価と

の差額に相当する額の金銭の贈与を受けたも

のとみなす。

(禁止行為の例外）
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l; 第4条職員は、私的な関係(職員としての身
、i 分にかかわらない関係をいう。以下同じ｡)が
! i

ある者であって、利害関係者に該当するもの

との間においては､職務上の利害関係の状況、II

＃ 私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその
｛｝ 行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正
・＄

な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招
ll <おそれがないと濯められる場合に限I)、前
1

条第1項の規定にかかわらず、同項各号(第荊
削

9号を除く。)に掲げる行為を行うことができ

I ≦。2職員は、前項の公正な職務の執行に対する
li 国民の疑惑や不信を招くおそれがないかどう
，1
，1 かを判断することができない場合において

は、倫理監督官(法第39条第1項の倫理監督

’1 営をいう｡以下同じ｡'に相談し､その指示に
！,i 従うものとする．
ヤj

ト 1 3第1項の｢職員としての身分｣には､職員が、
、j 任命椛者の要諦に応じ特別職国家公務員等
；｜ （国家公務員法(昭和22年法律第120号)第82*
N

il z2項に規定する特別職国家公務員等をいi1 ，．以下同じc)と…め退職し引き識．聯別職国家公務員等として在職した後、引

I き続いて当該退職を前提として職員として採

！ 熟雛鮮讓鰯職

' Ⅲ'○"瀧獺讃鴛
リ 為）
1 第5条職員は、利害l卿係者に該当しない事業
：

背等であっても、その者から供応接待を繰I)
－I

返し受ける等社会通念上相当と認められる程
:i

度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与
11 を受けてはならない。
1

M 2職貝は、自己が行った物品若しくは不動産
F の恥入若しくは借受け又は役務の受領の対mi
I1

を、その者が利害関係者であるかどうかにか

り かわらず､それらの行為が行われた場に居合
！ わせなかった事業者等にその者の負担として
＃
モ1 支払わせてはならない。

1 （特定の翻籍等の監修等に対する報酬の受領の
1

リ 禁止）
第6条職員は、次に掲げる書籍等(番籍、雑

I 誌等の印刷物又は電子的方式､磁気的方式そ

｜ 燕U主る謡篝認譲撰圭出する費用(行（ ，）

一二.-----･ ･ﾆﾆｰｰﾆｰｰ－．=.一..

政執行法人の職員にあっては、その属する

行政執行法人が支出する給付金(補助金等

に係る予算の執行の適正化に関する法律の

規定が準用されるものに限る。以下同じ｡）

又は直接支出する費用)をもって作成され

る瞥籍等(国の機関(内閣官房､内閣法制局、

人事院、内閣府本府、宮内庁、公正取引委
員会、蕃寮庁、個人情報保護委員会、金融
庁、消賀者庁、各省及び会計検査院をいう。

以下この項及び次条第1項において同じ｡）

の職員にあってはその属する国の機関が所

管する行政執行法人が支出する給付金又は

直接支出する費用をもって作成される書轄
等を、行政執行法人の職員にあっては当該

行政執行法人を所管する国の機関が支出す

る補助金等若しくは直接支出する徴用又は

当該国の機関が所管する当該行政執行法人
以外の行政執行法人が支出する給付金若し
くは直接支出する賀用をもって作成される

書籍等を含む｡）

二作成数の過半数を当該職員の属する'五lの

機関又は行政執行法人において買い入れる

書籍等(国の機関の職員にあってはその屈

する図の機関及び当誰国の機関が所管する

行政執行法人において買い入れる数の合計

数が作成数の過半数になる番籍等を、行政

執行法人の職貝にあっては当該行政執行法

人を所悩:する国の機関及び当該唾|の機l則が

所管する行政執行法人において賢い入れる
数の合計激が作成数の過半激になる沸餅弊

を含む｡）

2前項の規定の適用については、独立行政法

人匡|立公文密航は内閣府本府が所管するもの
とみなす。

(職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為

等の禁止）
第7条職貝は、その属する匡|の機関又は行政

執行法人の他の職員の第3条又は前2条の規

定に連反する行為によって当該他の職側(館

3条第1項第9号の規定に違反する行為に

あっては、同号の第三者)が得た財産上の利

益であることを知I)ながら、当該利益の全部

若しくは一部を受け取I)、又は享受してはな
らない。

2職員は、国家公務員倫理審査会、任命椎者、
倫理監督官その他当該職員の属する行政機関

等(法第39条第1項に規定する行政機関等を
いう。以下同じ｡)において職員の職務に係る

倫理の保持に責務を有する者又は上司に対し

て、 自己若しくは自己の属する行政機関弊の

他の職員が法若しくは法に基づく命令(馴|令

及び規則を含む。以下同じ｡)に違反する行為
を行った疑いがあると思料するに足りる事実
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第1 1条法第6条第1項の国家公務員倫理規
程で定める報酬は、次の各号のいずれかに該
当する報酬とする。

一利害関係者に該当する事業者等から支払
を受けた講演等の報酬

二利害関係者に設当しない事業者等から支
払を受けた講演等の報酬のうち、職員の現
在又は過去の職務に関係する事項に関する
講演等の報酬

2法第6条第1項第4号の国家公務員倫理規
程で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一贈与等(法第6条第1項に規定する贈与
等をいう。以下同じ迄)の内容又は報酬(同項
に蝿定する報酬をいう尋以下同じ｡lの内容
二剛与等をし、又は報酬の支払をした事業
者等と当該贈与等又は当該報酬の支払を受
けた職員の職務との関係及び当該事業者等
と当該職員が属する行政機関等との関係
三法第6条第1項第1号の価額として推計
した額を記載している場合にあっては、そ
の推叶の根拠

四供応接待を受けた場合にあっては、当該
供応接俳を受けたj捌所の名称及び住所並び
に当識供応接侍の湯に居合わせた昔の人数
及び職業(多数の昔が居合わせた立食パー
ティー等の場において受けた供応接待に
あっては、当該供応接待の淵に勝合わせた
背の概数）

五法嬉2条第6項の規定の適用を'受ける同
項の役員、従業t1、代理人その他の者(以下
「役風等｣という。}が贈与等をした場合に
あっては、当該役貝等の役職又は地位及び
氏招(当該役員等が複数であるときは、当
該役興等を代表する昔の役職又は地位及び
氏名）

（報告雷等の送付期限）
第12条法第6条第2項、第7条第2項又は
第8条第3項の規定による送付は、それぞれ
の提出期限の翌日から起騨して30日以内にし
なければならない。

（贈与等報告雷の閲覧）
第13条法第9条第2項に規定する囎与等報
告番(法第6条第1項に規定する贈与等報告
番をいう。以下同じ｡)の閲覧(以下｢囎与等報
告番の閲覧｣という。)は、当該贈与等報告書
の提出期限の翌日から起算して60日を経過し
た日の翌日以後これをすることができる。

2贈与等報告書の閲覧は､各省各庁の畏等(法
第6条第1項に規定する各省各庁の畏等をい
う。以下同じ｡)又は法第9条第2項の規定に
kl)その委任を受けた者が指定する場所でこ
れをしなければならない。

3前2項に規定するもののほか、贈与等報告

に
の
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について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠

ぺいしてはならないc

3法第2条第3項に規定する指定職以上の職
員並びに一般職の職員の給与に関する法律第
19条の3第1項の規定による管理職員特別勤
務手当を支給される職員であって同法第10
の2第1項の規定による俸給の特別調整額を
支給されるもの及びその職務と責任がこれに
相当する職員として倫理監督官が定めるもの
は、その管理し、又は監督する職員が法又
は法に基づく命令に違反する行為を行った疑
いがあると思料するに足I)る事実があるとき
は、これを黙漣してはならない．

(利害関係者と共に飲食をする場合の届出）
第8条職員は、自己の飲食に要する鷲用につ
いて利害関係昔の負担によらないで利害関係
背と共に飲食をする場合において、 自己の飲
食に要する溌用が1万円を超えるときは、次
に掲げる場合を除き、あらかじめ、倫理監督
官が定める事項を倫理監督官に届け出なけれ
ばならない。ただし、やむを得ない事悩によ

. l)あらかじめ届け出ることができなかったと
きは、事後において速やかに当該事項を届け
出なければならない盧

一多数の者が出席する立食パーテイーにお
いて、利書関係者と共に飲食をするとき。
二私的な|刈係がある利割卿係青と共に飲食
をする珊合であって、 自己の飲食に要する
費用について自己又は自己と私的な関係が
ある者であって利害関係昔に該当しないも
のが負担するとき‘

(調演等に関する規制）
第9条職貝は、利害関係者からの依頼に応じ
て報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは
研修における指導若しくは知識の教授､著述、
監修、福ぎん又はラジオ放送砦しくはテレビ
ジョン放送の放送番組への出減(国家公務員
法第104条の肝可を得てするものを除く。以
下｢識演等｣という。)をしようとする場合は、
あらかじめ倫理監督官の承認を得なければな
らない。

2 倫理監督官は、利害関係者から受ける前項
の報酬に関し、職員の職務の種類又は内容に
応じて、蹴員に参考となるべき基準を定める
ものとするc

（倫理監督官への相談）
第10条職員は、 自らが行う行為の相手方が
利害関係者に該当するかどうかを判断するこ
とができない場合又は利害関係者との間で行
う行為が第3条第1項各号に掲げる行為に該
当するかどうかを判断することができない場
合には、倫理監橿官に相談するものとする。
（贈与等の報告）

｛
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癖の閲覧に間し必要な事項は、国家公務風倫
理審迩会の同意を得て、各省各庁の長等が定
めるものとする。

』： 法第9条第2項ただし番の規定による国謨
公務員倫理審迩会の忽定の申輔は、各省各庁
の長等又は同項の規定によりその委任を受け
た着が、誉而でこれをしなければならない。
(各省各庁の長等の責務）
第14条各省各庁の長等は、渋又はこの政令
に定める事項の実施に関し、次に掲げる燕務
を有する。

一法第5条龍3項又は蛸4項の規定に基づ
き、必要に応じて、 MIII令又は規則を制定す
ること。

二贈与等報告瀞、法第7条第1項に規定す
る様取引等報告響及び法総8条第3項に規
定する所得等報告識等(以下｢報告誉等｣と
いう｡)の受理、審迩及び保存、報告番等の
写しの国窯公務員倫理群燕会への送付並び
に贈与等報告撚の閲髄のための体制の盤備
その他の当該各省各庁又は行政執行法人に
幌する恥員の職務に係る肺理の保持のため
の体制の盤W1Iiを行うこと．
三当該各省各庁又は行政執行法人に属する
峨員が法又は法に錐づく命令に進反する行
為を行った錫合には､職正に対処すること。
脳当該各省各庁又は行政執行法人に属する
職員が法又は法に蝶づく命令に違反ずる行
為について倫蟄朧将官その他の適切な篠関
に通知をしたことを理由として、不判益な
取扱いを受けないよう配撤すること．
五研修その他の施縦により、当蕨各掛綴庁
又は行政執行法人に属寸る蝋貝の倫理感の
かん蕊及び保待に瀞めること。

(倫理監督官の寶務等）
第15条倫理騰督官は、法又はこの政令に定
める誰項の実施に側し、次に掲げる溌務を有
する。

－その属する行政機関等の恥員からの第4
条第2項又は第10条の相談に応じ、必要な
指導及び助言を行うこと．
二その属する行政機関等の職員が特定の者
と国民の疑惑や不信を招くような関係を持
つことがないかどうかの雌認に努め、その
結果に基づき、恥員の職務に係る倫理の保
持に閲し､必要蕪指導及び助言を行うこと書
三その属する各撒各庁の長等を助け、その
属する行政機関等の職員の戦務に係る倫理
の保持のための体制の整愉を行うこと。
四法又は法に基づく命令に違反する行為が
あった鴇合にその旨をその属する行政機関
等に係る内閣法にいう主隆の大臣(倫理監
督官が、法律で国務大臣をもってその長に

充てることと定められている委厨会に厨す
る場合にあっては委圃長とし、会計検通院
又は人事院に属する溺合にあってはそれぞ
れ会計検迩院長又は人襲院総減とし、 ↑ﾃ政
執禄法人に属す葛場合にあっては当該行政
執行法人の主務大臣(独立行政法人通則法
蕊縄条に規定する主務大臣をいうc)とす
る.)に報告す-ること。
2倫理監侭官は、その属する行政i縫間等の職
貝に、法又はこの政令に定めるその職務の一
部を行わせることができる。

雛鞠蕊諺繍郷蜘62鍔嶬5蜂
鯆1項に縄定する地方欝務宮(以下単に剛方
警務官｣という｡jについて法及びこの政令の
規定を適剛1-る溺合には、法及びこの政令の
規定において、「各省各庁の長｣とは国寒公安
委飢会をいうものとし、「訓令｣とは国宝公安
委興会規則をいうものとし、 「倫理雛播官｣と
は次項の指名を受けた者をいうものとする。
2図譲公安委員会は、地方諦務官の聴務に係
る倫理の保持を図るため、蒋察庁に閥する蝋
貝のうちから、地方幣務官に係る法及びこの
政令に定める倫理監糒官の蝋務を行うべき者
として1人を指名するものとする。
3 1112項に定めるもののほか、地方警務官に
ついての法の規定の適用については、法蕊5
条鋪3項中｢当該各省各庁に閥する職員｣とあ
り、並びに法鋪39条第2項巾｢その閥する行
鯛縄関等の戦興｣とあ11 、及び｢当該i了政朧閣
錬の職風.|とあるのは、剛力難務官｣と余る。

‘イ 輔1項及び籍2項に定めるもののほか、地
方職務官についての縮6条輔1項蛾ぴに縮7
条縮1斑及び縮2項の純定の迩川について
は、これを祷察庁の縦員とみなす。
5縮1猟､.第2項及ひ揃頂に定めるもののほ
か、地方蕃務官についてのこの政令の規定の
適用については、第2条鞘1項輔2号中｢補
助全等(輔助金等に係る予鄭の執行の適正化
に関する法律(昭和30年法難聴179号)第2条
第1項に規定する補助金謙をいう。以下同
じ｡)」とあるのは揃肋金(地方自治法(昭和
22年法津箱67号)蕊232条の2の規定によI)普
通地方公共団称が支出する袖助金をいう｡}」
と、剛助金等(当該輔助金郭を直接にその財
源の全部又は一部とする同条鋪4項雛1号に
掲げる間接前助金等を含む｡)の｣とあI)、及
び｢補助金等の｣とあるのば｢輔助金の｣と、同
項第7号中｢若しくは会計法(昭和22年法律第
35号)鮠29条に規定する契約に閲する顎務又
はこれらの契約に相当する行政執行法人の業
務に係る契約に関する事溌｣とあるのは｢、会
計法(昭和22年法律第35号)蕊29条に規定する

’

( ’③

’
( l0
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契約に関する事務又は地方自治法第234条第
1項に規定する契約に関する事務｣と、第6

条第1項第1号中｢補助金等又は｣とあるのは

「補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正

化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2
条第1項に規定する補助金等をいう。以下同

じ｡)又は」と、 「補助金等に係る予算の執行

の適正化に関する法律｣とあるのは｢同法｣と、

第14条第2号から第5号までの規定中｢当該

各省各庁又は行政執行法人に属する職員｣と
"I)、並びに前条第1項第1号から第3号ま

で及び第2項中｢その属する行政機関等の職

員｣とあるのは｢地方蕃務官｣と、同条第1項

第3号中｢その属する各省各庁の長等を助け」

とあるのは｢匡|家公安委員会を補佐し」とす
る。

附則（抄）
(施行期日）
第1条この政令は、平成l2年4月1日から施

行する。
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無復興庁組織令(平成24年政令館22号1輪7条に

ki)、倫理規程第2条第1項塘6号の｢内閣

府｣は｢内閣府、復興庁｣と、第6条第1項塘

1号中の｢消餅昔庁｣は、 「消鷲昔庁、似興庁」
と続典枠えられていますぐ、

《 ）
蒸民1A幟金等の活用による公共施設等の雌備等

の促進に関する法雛施行令(平成ll年政令第

279号)第5条によI)、民間資金等の橘用によ

る公共施設等の盤鮒等の促進にl則する法律
（平成ll年法津ll7号)"78条第1項に規定す

る唾l派遺職員は、倫理規程第4条第3項の規

定の適用について、国家公務員法輔82条第2
項に規定する特別職国家公務員等とみなきれ

ます。
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(蜂.鑑"嬢叉I熟応驫関蕊
【函各庁鋤長痢 犀
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剛与等によWil'益を受けた年鳳日 竿 月 日

蹴与零により罫ｵた利笠の遡圃と戦った率実及び内容

回会合拳･叩咽聯〈供成挨膨鋤

朧…“
ロを鰯他in職与嘩獅測R櫛の支払については､｢制1倒聯仰支払間係』の嫌鍾使用寺竜二と）

ド鮮…：
附与零に勤員けf到益"価額

円《悦込》

１
１

上閑職圏fした頬を記戦している場合に謡っ壷は､その推計の望と*論金額の”8方法

“1.物品称の場合 隣喧鐵諏嶋合

口主脳群側から脳“穏額を砿銘し､､出聯瀞数F膏挿分）

ロ聴塾雛禰"‐麟市鋤燗割蝿(力噌回森口麿側か蝿順(撫擁確鰡し､li峨瀞転繍分）

ロ辮溌:鋤瀞一触"繍総にf"("勤瞳 口灘燃こ臺謙竈縫った翻嶋郷艤峨轤に
ロ総騨鰍辮I唖鱸蕊W'fﾝ"-榊卜w‘

口主陥評11Wから脳恥I穂賦を脳認し､､出聯瀞数F膏挿分）

口店側から聴取'(總荊iを確認L,出燗瀞鷲で棒分〉

ﾛ灘燃こ臺謙竈縫った翻嶋郷艤峨轤に
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ﾛ辮鷺鯏瀞一般胴畷飼倦に依拠"鰯湾

ロ差1n"

潅上腿方注による週8ができ*い場合は製曲を記･控ともに､そい輝W)恨拠とだろ資料を可龍歳卿”侭仲．O･ること

停卿： 1

ロ差1，他

潅上腿方注による週8ができ*い場合は製曲を記･控ともに､そい輝h､恨拠とだろ資料を可龍歳卿”侭仲．O･ること

停卿： 1
I腱応鐵茅を曼肺漣§織魂1つ竃は､そ､励墹所の名弥及び住所並びにその蝋に騨合わぜた毒の人難Kd嶬窯
場所の名称： （

健所： （

ロ多註"執20橘随幽以上}が出嚇した立幽ぞｰﾃｲｰ聯の嶋台にの鳴禽は#;"厩鋤他"珊合』叫冊は記入下側
人雛(慨数）： 渦

口そ”他②鰯台
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火製： 精
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１
１

１
１

’
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砿嚥員が鴎寸渇行政槻側との関係

〕
条第1項 号籏当》

(控）1賦与等1除につき､1枚に紀入#竜二畠

2鏡撫料等の支払閥原鋤慨告壁寸-ろ珊合は､噸耐挿の支払間儒』鱒像式を使用十ろこと

(平成30年4月1日改正）
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’
～判断に迷ったときは上司や相談。通報窓口に相談しましょう～

リ
l■■ー画

『 ”』■＝

■ で一
日
■W目|回

(連絡先を記載してください）

匝唾詞

犀癩司

●’

～匿名での相談。通報も受け付けています～

この教本にあるルールに反すると疑われる行為に気付かれた方は
公務員倫理ホットラインへ御連絡ください。

通報したことを理由として通報者が不利益な取扱いを受けること
がないよう万全を期しています。

【電話】OS-SSS1－sS44
（土・日・祝日及び12/29～1/glを除く、9: 30～18: 15)

【FAx10S-BSS1-1BOE

(WEB) |公務員倫理ﾎﾂﾄﾗ図園公務員倫理ホットライン

１
１

’
‐
Ｉ

【郵送】 〒100-8913束京都千代田区霞が関1－2－3
国家公務員倫理審査会事務局公務員倫理ホットライン宛

【メール】 「inrimail@jinji.gojp
●

－

’

’
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■
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。 倫理行動規準（倫理湧程莞1条より）

一職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者で

はないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対して

のみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはなら

ず、常に公正な職務の謝予に当たらなければならないこと。

ｌら

ゞ
貿
藤
」

二職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自ら

や自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。

職員は、法律により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行

使の対象となる者からの贈与等を受けること等の国民の疑惑や不信を招

くような行為をしてはならないこと。

一
一
一

四職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を

挙げてこれに取り組まなければならないこと。

五職員は.勤務時圏外においても､自らの行動が公務の信用に影響を与え |里． ’

」醗〆
ることを常に認識して行動しなければならないこと。

零?雫~壽宜”呼 盟託面

閲 ” ．〃 ‘ .． 巳馴

量､

股
●I
■■

●

(ﾘｻｲ:ｸﾙ適蝿｝リサイクル適性#A
【平成S1隼3月）

この印届蜘は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

【


